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許認可申請手続における行政手続オントロジーに基づく 
作業計画支援アプローチ 
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あらまし  本研究では許認可申請手続を構成する申請書類，特に書類に記載されている項目と添付書類に記載されている項

目の参照関係に着目し，語彙化した行政手続オントロジーを構築し，これを利用することにより申請手続における作業手順を推

論により導き出す手法を検討する． 
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Abstract  This research examines the construction of the administrative procedure ontology in the government procedure. 
This ontology pays attention to the reference relation between the description item of the making document and the description 
item of the accompanying document and is constructed. Ｗe examine the technique for deriving the work procedure in the 
application procedure by the inference by using this ontology. 
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図１ 八戸市マルチ申請概要図  
(八戸市資料より引用 ) 

1. 研究の背景  
2006 年 1 月 19 日に決定された国の新しい電子自治

体への取り組みである「 IT 新改革戦略」 (高度情報通

信ネットワーク社会推進戦略本部 2006)では，都道府

県では 2008 年度，市町村では 2010 年度までに電子申

請・届出システムの構築をすることとしている．また，

この計画には「国・地方公共団体は，情報システムの

データの標準化を推進する．また，転居や転出の際の

窓口における各種行政手続きの一括申請や，地方公共

団体間の防災等の公共サービスの共同展開を実現する

ため，情報システムの連携基盤を開発し，2007 年度ま

でに標準化を図るとともに，この標準に基づく地方公

共団体のシステム改革を推進する．」と記されており，

電子的な行政手続におけるデータの標準化は喫緊の課

題であると考えられている．  
転居・転出に代表される行政手続の一括申請に対す

る試みは政府主導で過去にも検討されてきた．また，

2004 年には青森県八戸市が一部のシステムベンダー

と共同で新生児の出生にかかるマルチ申請 (一括申請 )
システムの実証実験を実施し，その利便性，必要性を

検証しているが，2007 年 7 月現在，本格稼動には至っ

ていない．この実験のように一括申請は電子的な行政

手続の有用性を示す上で非常に意欲的な試みであると

考えられるが，一方で一括申請であるがゆえの汎用性，

拡張性の欠如が本格稼動の妨げとなる原因の一つにな

っているのではないかと考える．  
新生児の出生にかかる手続は戸籍，住民登録の他に

09-01 



人工知能学会研究会資料 
SIG-SWO-A701-09 

児童手当，保健所等複数に対して行われるのが一般的

であり，実験で提案している「マルチ申請」はこの複

数申請先で要求している申請項目データを一度に入力

させ，それぞれの申請案件に応じて必要な項目データ

のみを個別の申請書類の上に転記し，それぞれの申請

先に送信するという仕組みを有している．しかし，こ

の実験で行われた申請は「出生」からスタートする一

連の手続を一括して行われることに限定しており，出

生届，あるいは児童手当認定請求書のみの提出を行う

場合においては適用することができない．また，報告

資料によると申請に使われる申請書類 (8 種類 )に記載

すべき項目は合計で約 80 あり，実験システム構築に際

し，これら項目データの標準化を手作業で行っている．

そのため将来的に新たな申請案件が加わる，申請先の

組み合わせが変わる，あるいは申請事項に変更がある

ような場合には項目データの標準化作業を再度行わな

ければならない．  
またこの実験では申請書類に記載するデータ項目

のみを標準化しているが，他の申請案件では記入，作

成した申請書類以外に添付書類を要求されることが多

い．また単一の申請様式のみを使用するのではなく，

申請者の事情に応じていくつかの申請様式を組み合わ

せる申請案件も多く存在する．申請書類と添付書類の

関係は後述するが，添付書類に記載されている項目も

実際には標準化の対象である．添付書類の取扱いにつ

いても検討する必要があると考える．  
見方を変えれば，この実験で提案している「マルチ

申請」は複数の申請先にまたがって異なった申請書類

を一度に作成し，申請を行うという意味では「マルチ」

であるが，多様な申請書類や添付書類を組み合わせて

申請を行い，それぞれの書類に記載されている項目デ

ータの間に関連があるという意味では，ほとんどの申

請が単独ででもマルチ申請であると言える．  
 

2. 行政機関に対する申請・届出手続の流れと  
申請行為を構成する要素  
行政機関に対する申請・届出手続は，行政手続法で

規定されている．法では申請と届出は別の行為であり

区別しているが，  
「申請の形式上の要件に適合しない申請」  
→補正を求め又は許認可等を拒否しなければならない

(法第７条 ) 
「届出の形式上の要件に適合している場合」  
→当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものと

する (法第３７条 ) 
とあり，申請・届出とも書面上の形式的な要件を満た

していれば行政機関で受付されることから，期間を受

付時点までに限定すれば，申請と届出は行政手続の上

では等価であると言える．そこで行政手続のうち，受

付時点までの「申請・届出」を「申請」と呼ぶことと

する．  
本来，申請行為を構成する要素には①申請者の明確

な申請意志②申請者及び申請者を取り巻く事実関係③

申請に至る経緯及び申請後の計画，があると考えられ

る．このうち①は申請書類に当事者が記名押印 (あるい

は署名 )することにより法的効果を得る．また②③は申

請書類に記載する事項にて当事者が申告するものであ

る．しかしこの当事者からの申告だけでは事実関係を

認定することができないため，行政機関ではその事実

関係を裏付けるために「添付書類」を求めており，申

請書類記載事項と添付書類を突き合わせて確認するこ

とを形式上の要件としている．  
 

3. 先行研究と本研究の目的  
筆者は行政手続における申請書類と添付書類の関

係に着目し，申請手続をプロジェクト，そして申請書

類作成，添付書類準備，書類への押印などの行動をプ

ロジェクトに包含される複数のタスクであると見立て

て管理する「オンライン申請支援ソフトウェア」を開

発し，このソフトウェアを用いて実際に国土交通省所

管の一般貨物自動車運送事業営業報告書届出申請を行

った (川口他  2006)．  
また国や地方公共団体が運営している「汎用的な電

子申請システム」では申請者が求めている申請に関わ

る情報が充分に提供されていないことに着目し，申請

者が「汎用システム」により提供される情報と同等の

情報のみで申請手続を行う状況において，そこにおけ

る申請者の振る舞いを実験により観察し，申請者の行

動特性を分析した (川口他  2007)．分析の結果，実験課

題成功者と失敗者との間には，申請手続で要求されて

いることの理解に要する時間，申請手続における作業

手順など行動の違いがあることがわかった．  
この結果を受けて，あらかじめ申請手続を申請に必

要なデータ項目をもとにモデリングし，申請者にとっ

て申請手続をスムーズに進めるための作業手順を適切

な順序，タイミングで提供する申請支援エキスパート

システムを考案し「オンライン申請支援ソフトウェア」

上に実装した．さらに申請支援エキスパートシステム

を使用した申請手続の効率の変化を定量的に評価しそ

の有用性を検証した．検証の結果，申請手続において

は全体の手続の流れをあらかじめ理解させ，手順に沿

って作業をさせる仕組みが有効に働くであろうことが

わかった (Kawaguchi2007)．  
この申請支援エキスパートシステムでは，申請手続

のモデリングを複数名の手作業で行ったためモデル内

の要素の粒度が均一化されず，行政手続ごとのモデル
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の品質はまちまちとなっていた．そのためモデリング

の基準となる手法や法令と申請書類，添付書類からモ

デリングを自動化する手法について課題が残った．ま

た，作業の途中で動的に前提条件 (役員の人数など )を
変更させる場合の対応，あるいは何らかの事情で作業

手順に誤りを生じさせた場合の作業手順の自動回復手

法についても課題が残された．  
この課題を解決するために，申請手続を構成する申

請書類，特に書類に記載されている項目と添付書類に

記載されている項目の参照関係に着目し，語彙化した

行政手続オントロジーを構築し，これを利用すること

により申請手続における作業手順を推論により導き出

す手法を検討することを本研究の目的とする．  
 

4. 行政手続オントロジーの構築  
行政手続オントロジーの構築手順を示す．なお構築

のためのツールは Protégé-OWL を用い，オントロジー

記述言語として OWL DL を採用することとした．行政

手続オントロジーは対象ドメインの根拠法令を元にし

て構築しているが，法律オントロジーのように法律分

野を概念化することは目的としていない．むしろ，手

続を体系化することを目指すビジネスプロセスオント

ロジーに分類されると考えられる．直接の先行事例で

はないが，関連事例として自治体における行政行為を

対象としたビジネスオントロジーに基づくモデル構築

(近藤他  2004)，MIT CCS の Process Handbook プロジェ

クト (Malone1999,Malone2003)がある．  
 

4.1. 対象ドメイン 
行政手続オントロジーを構築するために，４つの異

なる申請手続を対象ドメインとして設定した．また規

定されている根拠法令を調査した．  
 

建築士事務所登録  
・ 建築士法 (昭和２５年５月２４日法律第２０２号 ) 
・ 建築士法施行規則 (平成１８年４月２８日国土交

通省令第５８号 ) 
探偵業開始届出  
・ 探偵業の業務の適正化に関する法律 (平成１８年

６月８日法律第６０号 ) 
・ 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 (平

成１９年２月２２日内閣府令第１９号 ) 
特定労働者派遣事業届出  
・ 職業安定法 (昭和２２年１１月３０日法律第１４

１号 ) 
・ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働

者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和６０年

７月５日法律第８８号 ) 

・ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働

者の就業条件の整備等に関する法律施行規則 (平
成１５年３月２８日厚生労働省令第５９号 ) 

貸金業登録  
・ 貸金業の規制等に関する法律 (昭和５８年５月１

３日法律第３２号 ) 
・ 貸金業の規制等に関する法律施行規則 (平成１８

年１２月２８日内閣府令第９０号 ) 
 

4.2. 語彙の抽出  
行政手続における申請行為は書面により行われる

ものであり，行政機関による審査も書面による形式審

査であるため，それぞれの根拠法令から有体物として

の申請書類及び添付書類を語彙として抽出した．さら

に抽出した申請書類に記述するべき項目と添付書類に

記載されている項目を個別に抽出した．また，申請行

為を構成する要素として，申請者及び申請者を取り巻

く事実関係 (前述② )が存在するため申請者を指し示す

語彙を併せて抽出した．  
 

4.3. クラス定義と is-a 関係の構築  
4.2 で抽出した語彙を分類しクラスとして定義した．

また定義したクラスの上位下位概念を is-a 関係として

構築した．申請書類及び添付書類については，それぞ

れで上位下位の概念を定義することはできるが，クラ

ス階層を深くすることを避けるために is-a 関係の構築

を行わなかった．書類記載項目については，例えば会

社本店所在地，営業所所在地，個人の住所，本籍地の

上位概念として Address クラスを定義した．  
 

4.4. プロパティ定義による has-a 関係， 
reference-to 関係，sign-to 関係の構築  

申請書類，添付書類には記述するべき項目，記載さ

れている項目があり，これらの関係を has-a 関係とし

て定義した．これにより申請書類にはどのような項目

の記述が要求されているかを表すことができる．また，

書類上のある項目をもとに書類間に参照関係があるこ

とを reference-to 関係として定義した．ただし，あくま

でも reference-to 関係は項目を参照するべき旨を記し

たものであり，項目の一致を保証するものではない．

添付書類はあくまでも申請書類に記載した項目を裏付

けるものであり，申請の意思表示としての書類への記

述は個別に行わなければならないためである．  
また，認印及び代表印と押印する書類の関係を

sign-to 関係として定義した．押印は当該書類の完成後

に行われることを想定しているが，特に押印のための

制約条件を定義していない．  
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4.5. 申請書類綴と申請書類の関係  
申請書類綴は申請書類及び添付書類の組み合わせ

で構成されるため，申請書類綴と対象となる書類との

間には part-of 関係を定義した．同じ申請行為でも前提

条件が異なる場合 (ex.申請者が個人あるいは法人 )申請

書類綴の中に含まれる書類は異なることがあるため，

クラス定義では part-of 関係の有無のみを定義し，

Cardinality Restrictions の定義は最小限に留めてある． 
 
 以上により構築した行政手続オントロジーの一部を

図２に示す．  
 ４つの申請手続を単一の行政手続オントロジーとし

て構築することはせず，それぞれの申請手続で個別に

行政手続オントロジーを構築している．その上で，住

民票の写し，登記履歴事項証明書 (登記簿謄本 )などそ

れぞれの申請手続で添付書類として使用する可能性の

あるクラスについては，独立した添付書類オントロジ

ーを構築し，必要に応じて個別の行政手続オントロジ

ーにインポートすることとした．これにより，今後構

築する別の行政手続オントロジーでは添付書類オント

ロジーの再利用が可能となり汎用性の向上が期待でき

る．  
 

5. 行政手続オントロジーを利用した作業手順

の自動提案手法  
ここからは本論文執筆時点では実装を行っていな

いため検討の域を出ないが，構築した行政手続オント

ロジーの中で探偵業開始届出における作業手順を導き

出す場合を例にして，その手法を検討する．  
 

5.1. 申請手続リストの生成  
探偵業開始届出を申請する場合，初期条件として，

申請者は個人なのか，法人なのか (初期条件① )法人で

ある場合は役員の人数は何名か (初期条件② )を与える

こととする．役員３名が所属する法人が申請者である

場合，初期条件①とあらかじめ行政手続オントロジー

で定義している探偵業開始届申請書類綴クラスから，

作成すべき申請書類と準備すべき添付書類を推論する

ことができる．さらに初期条件②をもとに推論した書

類の通数を確定し，インスタンスを生成する．このイ

ンスタンスを列記することで申請手続リストとする．  
 

5.2. 参照関係による作業優先順位の提案  
申請手続リスト中のそれぞれのインスタンスは，あ

ら か じ め 行 政 手 続 オ ン ト ロ ジ ー で 定 義 し て い る

reference-to 関係により参照関係を維持している．申請

手続を行う上で，作業の手待ち時間を削減するには，

インスタンス間の参照関係において，被参照インスタ

ンスは参照インスタンスよりも作業優先順位を高くし

ておかなければならない．そこで，申請手続リスト中

のインスタンスを参照関係について有向グラフとして

図示したものが図３である．  
インスタンス間の作業優先順位は，この有向グラフ

を も と に Page ら あ る い は 市 井 ら が 示 し た 方 法

(Page1998,市井他 2005)で求めることができる．まず各

頂点に対して，総和が１となるような重みを与える．

次に，各頂点の重みをその頂点を始点とする有向辺に

Form No.1

Cert. of
incorporate

Recording
matter

certificate

Recogni-
zance

Resume
(Director1)

Resume
(Director2)

Resume
(Director3)

Resident's
Card

(Director1)

Resident's
Card

(Director2)

Resident's
Card

(Director3)

A.G.R.M.
certificate
(Director1)

A.G.R.M.
certificate
(Director2)

A.G.R.M.
certificate
(Director3)

Cert. Not
incompetent
(Director1)

Cert. Not
incompetent
(Director2)

Cert. Not
incompetent
(Director3)

図３ 有向グラフ (参照関係 ) 
図２ 行政手続オントロジー (部分 ) 
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配分し，各辺の重みを決定する．さらに各頂点の重み

をその頂点を終点とする辺の重みの合計値として再定

義する．これらを各頂点の重みが収束するまで繰り返

した時の収束値が作業優先順位を求める際の重みとな

る．  
これはW を各頂点の重みを示した固有ベクトル，行

列 D を各有向辺の重みのその始点の重みに対する割

合の正方行列とし，
tD を の転置行列とすると，  D

WcDW t=    (式１ ) 

という関係となる ( は定数 )．c は対応する固有値の逆

数に相当するが，固有値は 1 とするため，  
c

WDW t=    (式２ ) 

の固有値問題であると言える．  
W を求めた結果，それぞれのインスタンスに与えら

れる重みの大きい順にインスタンスを並び替えること

により，申請手続リスト中での作業優先順位を提案す

ることができる．  
 

5.3. 押印行為における作業制約  
申請作業遂行において押印行為は，外部制約 (押印権

限を持つ者が支配する時間的制約 )があるため，同一印

を複数書類に押印する場合，同じタイミングでまとめ

て押印行為を行うことで押印書類のやりとりに要する

時間を削減する試みが可能となる．このことから，押

印行為は申請作業におけるマイルストーンであると考

えることができる．  
また行政手続オントロジーにおける sign-to 関係の

定義では，押印行為の制約条件を設定していない．そ

のため「白紙の申請書類に押印が先に行われる」とい

う問題を回避するためには，reference-to 関係による作

業優先順位提案の後に sign-to 関係による制約を課す

必要がある．  
申請作業を１名で行う際に，複数作業を並行して行

わないと仮定すると，申請作業は作業優先順位に基づ

いた図４のようなガントチャートで示すことができる．

押印可能なタイミングは，押印者が押印すべき書類が

全て作成終了した時点である．そこで，5.2 までで生

成し並び替えたインスタンスそれぞれに作成終了した

か否かを示すプロパティ値を与え，このプロパティ値

を監視し，ある押印者が押印すべき書類すべてが作成

終了した時点でその押印者の押印が可能である旨を通

知する仕組みが有効であると考える．  
その際「押印者は個人であり，かつ法人の代表者」

という場合，印は違うものの同一人物が押印を行うた

め，まとめて押印行為を行うことが可能となる．これ

は押印者に個人あるいは法人代表者というロールを与

え，ロールを持つ者を基準に押印可能の通知を行うこ

とで実現可能になると推察される．  
 

6. まとめ  
本研究では，行政手続オントロジーを構築し，利用

することで申請者に対して申請手続における作業手順

を自動提案させる手法について検討した．  
申請手続を業としている法律事務専門職 (司法書士，

行政書士，社会保険労務士など )は申請手続に関する知

識を関連する法令から読み取り，申請受付行政機関と

の協議を経て，申請書類を作成することにより申請手

続に関するノウハウを蓄積している．行政手続オント

ロジー構築と作業手順の自動提案はこのノウハウを形

式知化して公開することに他ならない．本研究におけ

る検討は一般の市民に対して申請手続に関する専門知

識習得の負担を軽減させることにより自らが申請手続

を行いやすくなるという意義のある検討であると考え

る．  
また利用率が低迷している国や地方公共団体の電

子申請システム利用率向上策の一つとして，行政手続

そのものをナビゲーションする手段の拡充は有効であ

ると考える．電子的な行政手続におけるデータの標準

化が喫緊の課題であることは述べたが，各行政機関が

所管する行政手続において，そのデータの標準化を検

討する際には行政機関および行政手続間の申請書類記

載項目の組み合わせ爆発は避けられない．各行政機関

が所管する行政手続におけるオントロジーを構築し，

参照関係，同値関係を定義することができれば，デー

タの標準化作業も柔軟に対応することができるであろ

うと考える．  
本研究での検討が電子的な行政手続の利便性向上

に寄与することを期待したい．  
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